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 ひきこもり等居場所事業の主な事務手続き 

 

１．補助金手続きの主な年間スケジュール（令和６年度） 

四半期 時期（予定） 事業者の手続き 区 

第 1 

四半期 

4～6 月 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２ 

四半期 

7～9 月 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

第３ 

四半期 

10～12 月 

 

 

 

 

 

  

第４ 

四半期 

1～3 月 

 

 

 

 

 

 

  

次年度 

 

 

 

 

  

 

 

 

次年度補助金交付申請書作成 
次年度補助金申請書類一式送付 

補助金交付申請書一式提出 

交付請求書(第１四半期分)提出 

交付請求書(第２四半期分)提出 

支払い(第１四半期分) 

交付決定後 

※四半期終了後 30 日以内に提出 

支払い(第２四半期分) 

補助金実施状況報告書(第１四半期分)提出 

交付請求書(第３四半期分)提出 

実施状況報告確認・確定 

支払い(第３四半期分) 

補助金実施状況報告書(第 2四半期分)提出 

交付請求書(第４四半期分)提出 

交付申請書確認 

交付決定通知書・請求書送付 

補助金実施状況報告書(第 3四半期分)提出 

補助金実施状況報告書(第 4四半期分)提出 

実施状況報告確認・確定 

支払い(第４四半期分) 

実施状況報告確認・確定 1月 30日〆 

補助金実績報告書(年間)提出 

 

実施状況報告確認・確定 

実績報告確認・確定 

5月８日〆 

交付決定 

6月 1日～ 

6月 20日〆 

7月 30日〆 

※四半期終了後 30 日以内に提出 

※四半期終了後 30 日以内に提出 

10月 30 日〆 

9月 1日～ 

9月 20日〆 

12月中〆 

 

 

3月中 

（） 

 

 
4月 10日〆 ※第 4 四半期は終了後 10 日以内に提出 

＊＊年度途中の申請について＊＊ 

上記にかかわらず、年度途中も随時申請を受け付けます。 

年度途中の申請の場合は、申請から交付決定まで 1か月程度のお時間をいただきます。 

事業開始まで、時間に余裕をもってご申請ください。 
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２．補助金交付申請 

（１）申請時期 

①年度当初申請 

５月８日〆 

(令和 6年度は 6月 1日以降の事業について補助の対象となります。) 

②随時申請 

 事業開始の 1 か月前〆 

（２）提出書類 

提出書類 ページ 提出形式 

ひきこもり等居場所事業補助金交付申請書（第１号様式）  ９ 紙 

ひきこもり等居場所事業執行計画書（別紙１） 10 紙 

ひきこもり等居場所事業計算書及び収支計画書（別紙２） 11 紙 

ひきこもり等居場所事業従事者名簿（別添） 12 紙 

団体のこれまでの活動内容が分かる資料 ― 紙 

 

３．補助金交付請求 

（１）請求時期 

各四半期開始月の前月から（初回は交付決定後） 

第１四半期分：交付決定後   第２四半期分：６月以降 

第３四半期分：９月以降    第４四半期分：１２月以降 

（２）提出書類 

提出書類 ページ 提出形式 

ひきこもり等居場所事業補助金交付請求書（第４号様式） 13 Word 

口座振込依頼書兼登録申請書（個人用）※初回請求時のみ 14 PDF 

※各四半期の請求額は４分割、端数は最終四半期で調整（プラス）します。 

※データでの提出方法につきましては、交付決定後にお知らせします。 
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４．補助金実施状況報告（四半期ごとの報告） 

（１）提出期限 

各四半期終了後３０日以内（第４四半期分のみ１０日〆） 

第１四半期分：７月３０日〆   第２四半期分：１０月３０日〆 

第３四半期分：１月３０日〆   第４四半期分：４月１０日〆 

（２）提出書類 

提出書類 ページ 提出形式 

ひきこもり等居場所事業補助金補助事業実施状況報告書（第８号様式） 16 Excel 

ひきこもり等居場所事業収支報告書（第〇四半期）（別紙１） 17 
Excel 

領収書やレシートなど金額が確認できるもの（コピー可）等、金額を証

明する資料（「領収書等貼付台紙」をご利用ください） 
18 

PDF 

紙 

ひきこもり等居場所事業実施状況報告書（別紙２） 19 Excel 

  

５．補助金実績報告（年度の報告） 

（１）提出期限 

翌年度の４月１０日〆 

（２）提出書類 

提出書類 ページ 提出形式 

ひきこもり等居場所事業補助金補助事業実績報告書（第１１号様式） 20 Word 

ひきこもり等居場所事業収支報告書（令和６年度）（別紙） 21 Excel 
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 その他 

１．書類の保管年限（原則） 

（１）収入、支出に関する書類 → 年度終了後５年間 

（２）それ以外の書類     → 年度終了後１年間 

 

２．日報 

実施日ごとに、以下の内容を含む日報を必ず作成してください。 

①日付 

②利用者数 

※実施状況報告書（第 8 号様式の別紙２）の件数と一致するようにしてください。 

③勤務者の氏名・勤務時間 

④当日の様子 

※１日の様子や特記事項等を記載してください。 

 

３．保健福祉サービス 苦情報告書（23・24ページ） 

事業について苦情等があったときは、区へ報告してください。 

事故等が発生したときはすみやかに報告するとともに、職員間で情報を共有し、事故等の再発防 

止に努めてください。 
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ひきこもり等居場所事業実施に関する注意点 

1. 補助金の適正処理 

令和４年に世田谷区の保育園で、補助金の不正受給が確認されました。各施設について

は、不適正な会計処理等がないように十分注意してください。 

 

2. 事業の経費 

事業経費は、使用前にその内容や金額の妥当性についてよく検討してください。 

 

3. 領収書等の提出 

報告書を提出する前に、必ず領収書等の内容を確認してください。 

＜領収書等の注意＞ 

① 領収証は、「領収日」、「宛名」、「金額」、「但し書き」、「発行者（購入店舗名など）」が明

示されている必要があります。 

② 領収書の宛名は「事業者名(団体名)」としてください。 

③ 但し書きは、内容がわかるように記載してください。「お品代」など内容が不明瞭な場

合は別途明細を求めることがあります。 

④ 領収書の代わりとして、レシート、振込伝票、通帳のコピーも可能ですが、「日付」、

「品目」、「金額」、「請求者（店名など）」が明示されている必要があります。 

⑤ 他事業等と按分する場合は、貼り付け台紙の空白部分に按分の詳細を加筆してくださ

い。 

⑥ 1 枚のレシートのうち一部に補助金を充当する場合は、コピーの該当部分にライン、マ

ーカーを引く等、該当箇所がわかるようにしてください。 

※原本にマーカー等を引くと文字が消えることがあります。 

 

4. 備品管理 

金額が 10 万円以上のものや使用可能年数が 1 年以上のもの、「世田谷区ひきこもり等居場

所事業補助要綱」別表第２に規定しているものを補助金で購入した場合は、備品管理台帳に

記録し管理してください。 

レシートのコピー 

20XX 年 4 月 8 日（▲） 
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台帳の様式は任意としますが、「購入日」、「数量」、「品名（用途）」、「金額」、「保管場所」、

「廃棄日」がわかるようにしてください。 

提出を求める場合がありますので、各施設で管理いただくようお願いいたします。 

＜備品台帳で管理するものの例＞ 

・20 万円で購入したエアコン 

・8 万円で購入したタブレット端末（別表第２に規定する通信機器に当たります。） 

 

5. 報告書類や日報等、書類作成 

事業実施にかかる書類（実績報告書や日報等）には、消せるボールペンや修正テープを使用

しないでください。誤りは二重線で訂正してください。 

 

6. 職員配置 

居場所事業実施中は、必ず 2 名以上の職員を配置してください。 
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２．毎年度当初に提出する書類 
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【第１号様式】補助金交付申請書（年度当初） 
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【第１号様式（別紙１）】ひきこもり等居場所事業執行計画書（年度当初） 
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【第１号様式（別紙２）】ひきこもり等居場所事業計算書及び収支計画書（年度当初） 
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【第１号様式（別添）】ひきこもり等居場所事業計算書及び収支計画書（年度当初） 
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【第１号様式（別添）】ひきこもり等居場所事業補助金交付請求書（各四半期開始月の前月から） 

            ※初回請求時は、交付決定後にご提出ください。 
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口座振込依頼書 兼 登録申請書（初回請求時） 

 

  補助金の振込口座をご指定ください。 
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３．毎四半期及び年度末に 

提出する書類 
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【第８号様式】ひきこもり等居場所事業補助金補助事業実施状況報告書（四半期ごと） 
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【第８号様式（別紙１）】ひきこもり等居場所事業収支報告書（四半期ごと） 
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【第８号様式（別紙１別添）】領収書等貼付台紙の使用例（四半期ごと） 

 

 

 

 

 

収支報告書の科目ごとに領収書

を貼り付けてください。 

「この用紙に貼った領

収書の合計」を記入し

てください。 

「費目全体の合計」 

を記入してください。 

収支報告書と合わせて費目を

入力してください。 

（該当のページ数）／（科目全体のページ数）

を記入してください。 

●領収証は、「領収日」、「宛名」、「金額」、

「但し書き」、「発行者（購入店舗名な

ど）」が明示されていることを確認して

ください。 

●レシート等には、「購入日」、「品目」、

「金額」、「発行者（店名など）」が明示

されている必要があります。 

※上記項目が領収証等に明示されていない

場合は、必ず購入したものが何か分かる

よう補記してください。 
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【第８号様式（別紙２）】ひきこもり等居場所事業実施状況報告書（四半期ごと） 
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【第１１号様式】ひきこもり等居場所事業補助金補助事業実績報告書（年度末） 

 



21 

 

【第１１号様式（別紙）】ひきこもり等居場所事収支報告書（年度末） 
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４．日々の運営に関する書類 
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苦情・ケガ・事故などが発生した場合は、 

書類提出の要・不要にかかわらず、 

速やかに生活福祉課までご報告ください。 
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